
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す

る
内
閣
府
令

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
条
第

一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
同
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
並
び
に
第
四
十
四

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付

書
類
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
風
俗
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
一
条
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二
　
営
業
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

三
　
営
業
所
の
平
面
図
及
び
営
業
所
の
周
囲
の
略
図

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
面

ハ
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書

ニ
　
未
成
年
者
で
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
風
俗

営
業
者
の
相
続
人
で
あ
る
未
成
年
者
で
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な

い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し

た
書
面
並
び
に
そ
の
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
に
係
る
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）
）

五
　
申
請
者
が
個
人
の
風
俗
営
業
者
（
法
第
二
条
第
二
項
の
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
申
請
に
係
る
都
道
府
県
公
安

委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
七
条
第
一
項
、
法
第
七

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
許
可
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面

ロ
　
前
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類

六
　
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
申
請
者
が
申
請
に
係
る
公
安
委

員
会
の
許
可
等
を
受
け
て
現
に
営
む
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合
（
申

請
書
に
係
る
風
俗
営
業
及
び
現
に
営
む
風
俗
営
業
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
す
る
法

定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面

ロ
　
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
書
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面

（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
に
係
る
次
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面
。
た
だ
し
、

当
該
役
員
が
、
申
請
者
が
現
に
営
む
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
役
員
で
な
い
場
合
に
は
、
当

該
役
員
に
係
る
次
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
面
）

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
に
係
る
第
四
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
役
員
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

を
誓
約
す
る
書
面

八
　
申
請
者
が
法
人
の
風
俗
営
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
に
係
る
前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面

九
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営
業
所
に
つ
き
風
俗
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
火
災
、
震
災
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九

年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
営
業
所
が
滅
失
し
た

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

十
　
選
任
す
る
管
理
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
誠
実
に
業
務
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ロ
　
第
四
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も

の
二
葉

十
一
　
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
遊
技
機
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
遊
技
機

が
当
該
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
法
第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
（
風
俗
営
業
の
営
業
所
に
設
置
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
そ
の
遊
技
機
の
型
式
が
検
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

（２）
　
そ
の
遊
技
機
の
製
造
業
者
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
す
る
遊
技
機
を
製
造
す
る
者
を
含
む
。
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
輸
入
業
者
が
作
成
し
た
書
面
で
、
当
該
遊
技
機
が
（
１
）
の
書
類
に
係
る
型
式
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
も
の

ハ
　
法
第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
ロ
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
そ
の
遊
技
機
の
型
式
が
検
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

（２）
　
そ
の
遊
技
機
の
製
造
業
者
若
し
く
は
輸
入
業
者
又
は
公
安
委
員
会
が
遊
技
機
の
点
検
及
び
取
扱
い
を
適

正
に
行
う
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
が
作
成
し
た
書
面
で
、
当
該
遊
技
機
が
（
１
）
の
書
類

に
係
る
型
式
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
も
の

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
遊
技
機
以
外
の
遊
技
機
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
遊

技
機
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
遊
技
機
の
諸
元
表

（２）
　
遊
技
機
の
構
造
図
、
回
路
図
及
び
動
作
原
理
図

（３）
　
遊
技
機
並
び
に
遊
技
機
の
部
品
及
び
装
置
の
構
造
、
材
質
及
び
性
能
の
説
明
を
記
載
し
た
書
類

（４）
　
遊
技
機
の
写
真

（
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
に
係
る
変
更
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

一
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
修
繕
又
は
同

条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
模
様
替
に
該
当
す
る
変
更

二
　
客
室
の
位
置
、
数
又
は
床
面
積
の
変
更

1



三
　
壁
、
ふ
す
ま
そ
の
他
営
業
所
の
内
部
を
仕
切
る
た
め
の
設
備
の
変
更

四
　
営
業
の
方
法
の
変
更
に
係
る
構
造
又
は
設
備
の
変
更

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
三
項
（
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び
変
更
の
事
由
と
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の

う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

２
　
法
第
九
条
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う

ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
営
業
所
に
係
る
第
一
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

二
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

（
遊
技
機
の
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
　
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
法

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
遊
技
球
等
の
受
け
皿
、
遊
技
機
の
前
面
の
ガ
ラ
ス
板
そ
の
他
の
遊
技
機

の
部
品
で
そ
の
変
更
が
遊
技
機
の
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
の
変
更
と
す
る
。

（
遊
技
機
の
変
更
に
係
る
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
七
条
　
法
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
条
第

十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
廃
止
等
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と

す
る
。

一
　
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
廃
止
年
月
日
及
び
廃
止
の
事
由

二
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び
変

更
の
事
由

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
届
出
書
を

提
出
し
て
現
に
当
該
届
出
書
に
係
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
が
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
公
安
委
員
会
の
管

轄
区
域
内
に
お
い
て
当
該
営
業
と
同
一
の
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別
の
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営

も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
営
業
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

ハ
　
営
業
所
の
平
面
図
及
び
営
業
所
の
周
囲
の
略
図

ニ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

ホ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
に
係
る
住
民
票

の
写
し

ヘ
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
営
業
所
に
お
け
る
業
務
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の

写
し

二
　
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

三
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

ロ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の

（
標
章
の
様
式
）

第
十
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
一
条
　
第
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
法
第
三
十
一
条

の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
。
次
条
第
一
号
ロ
（
第
十
六
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
単
に
「
事
務
所
」
と
い
う
。
）
、
受
付
所
及
び
待
機
所
の
使
用

に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

ハ
　
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
、
事
務
所
の
平
面
図
（
事
務
所
の
な
い
者
が
、
そ
の
住
所

を
事
務
所
に
代
え
て
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
を
特
定
し
た
も
の
）

ニ
　
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
に
つ
き
受
付
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
受
付
所
の
平
面
図
及
び
受
付
所

の
周
囲
の
略
図

ホ
　
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
に
つ
き
待
機
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
待
機
所
の
平
面
図

ヘ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

ト
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
に
係
る
住
民
票

の
写
し

二
　
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

三
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

ロ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の

（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
の
届
出

書
を
提
出
し
て
現
に
当
該
届
出
書
に
係
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
が
、
他
の
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に

つ
い
て
同
項
の
届
出
書
を
同
一
の
公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
当
該
営
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出

書
に
つ
い
て
は
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
事
務
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

ハ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

ニ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
に
係
る
住
民
票

の
写
し

二
　
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一

条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

三
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
書
面

ロ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る

も
の

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
四
条
　
第
九
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
号
中
「
法
第
二
十
七
条
第
一
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項
の
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
書
」
と
、
「
当
該
営
業
と
同
一
の
店
舗
型

性
風
俗
特
殊
営
業
の
種
別
の
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」

と
、
同
号
ヘ
中
「
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
第
五
号
」

と
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
中
「
法
第
二
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
第
四
項
」
と
、
同
号
ロ
中
「
前
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
五
条
　
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
六
条
　
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
三

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
号
中
「
書
類
（
法

第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て
現
に
当
該
届
出
書
に
係
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
が
、
他
の
映

像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
同
項
の
届
出
書
を
同
一
の
公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
当
該
営
業
を
営
も
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
」

と
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
中
「
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
七
条
　
第
一
条
（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
号
中
「
法
第

二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
条
第
十
二
項
」
と
、
「
法
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一

条
の
二
十
二
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
第
七
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七

条
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
の
軽
微
な
変
更
）

第
十
八
条
　
第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
条
　
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
一
条
　
第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
に
係
る

変
更
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

一
　
建
築
基
準
法
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
修
繕
又
は
同
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
模

様
替
に
該
当
す
る
変
更

二
　
客
室
の
位
置
、
数
又
は
床
面
積
の
変
更

三
　
壁
、
ふ
す
ま
そ
の
他
営
業
所
の
内
部
を
仕
切
る
た
め
の
設
備
の
変
更

四
　
照
明
設
備
の
変
更

五
　
音
響
設
備
又
は
防
音
設
備
の
変
更

（
準
用
規
定
）

第
二
十
三
条
　
第
八
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
四
条
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
書
を

提
出
し
て
現
に
当
該
届
出
書
に
係
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
が
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
公
安
委
員
会
の
管

轄
区
域
内
に
お
い
て
他
の
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
深
夜
に
お
い
て
営
も
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
書
に

つ
い
て
は
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
営
業
所
の
平
面
図

ハ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

ニ
　
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
に
係
る
住
民
票

の
写
し

二
　
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書
　
前
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
前
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
八
条
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の

（
従
業
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
　
法
第
三
十
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
性
別
、
生
年
月
日
、
採
用
年
月
日
、
退
職
年
月
日

及
び
従
事
す
る
業
務
の
内
容
と
す
る
。

（
確
認
書
類
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
　
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

イ
　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
本
籍
地
都
道
府
県
名

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
一
般
旅
券

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の
で
、
当
該
者
の
生
年
月
日
及
び
本
籍
地
都
道
府
県
名
の
記
載
の
あ
る
も
の

二
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

イ
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
の
旅
券

ロ
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

三
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
る
者
　
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十

四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
証
印
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
四
項
の
証
印
が
さ
れ
て

い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
就
労
資
格
証
明
書

ハ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

四
　
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
　
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

（
団
体
の
届
出
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
そ
の
目
的
と
す
る
事
業
が

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
警
察
庁
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は

警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
、
次
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
に
提
出
す
る
書
類
で
そ
の
目
的
と
す
る
事

業
が
一
の
管
区
警
察
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
団
体
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
管
区
警
察
局
を

経
由
し
て
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
提
出
す
る
書
類
に
あ
つ
て
は
当
該
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
目
的
及
び
事
業

3



三
　
成
立
の
年
月
日

四
　
団
体
を
組
織
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
団
体
の
名
称
及

び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所
）

五
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
人
の
設
立
の
許
可
又
は
認
可
を
受
け
た
年
月
日
、
定
款
並
び
に
役
員
の
氏
名
及

び
住
所

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
九
条
　
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
庁
へ
の
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に

代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び

別
記
様
式
第
二
号
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
六
十
年
二
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
三
日
総
理
府
令
第
四
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
一
六
日
総
理
府
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
お
け
る
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
取
消

し
、
停
止
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
八
日
総
理
府
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
一
年
四
月
一
日
。
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条

の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成

十
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
風
俗
営
業
、
風
俗
関
連
営
業
又
は
深
夜
に
お
い
て
飲
食
店
営
業
を
営
ん
で
い
る
者

に
係
る
法
第
三
十
六
条
の
従
業
者
名
簿
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
許
可
申
請
書
並
び
に
警
備
業
法
第
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
条
の
四
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
認
定
申
請
書
及
び
認
定
証
更
新
申
請
書
の

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
納
付
書
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理

府
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
届
出
書
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
及
び
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許

可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
八
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
別
記
様
式
第
一
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
別
記
様
式

第
一
及
び
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
別
記
様
式
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
六

号
ニ
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
お
け
る
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
取
消
し
、
停
止
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
内
閣
府
令
第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
は
り
付
け
ら
れ
て
い
る
標
章
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正

後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
別
記
様
式
第
一
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
内
閣
府
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
が
所
持
す
る

改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る

外
国
人
登
録
証
明
書
（
以
下
「
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に

規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国

管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者

が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
は
特
例
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各

号
に
定
め
る
期
間
と
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十

一
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第

二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
七
日
内
閣
府
令
第
六
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請

書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後

の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
、
火
薬
類
の
運

搬
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸

入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
警
備
業
法
施
行
規
則
、

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
、
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令

に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
、
火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る

内
閣
府
令
、
指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入
及
び
消
費

に
関
す
る
内
閣
府
令
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
警
備
業
法
施
行
規
則
、
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
、
探

偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
二
十
一
条
の
改
正

規
定
（
「
第
一
条
第
三
項
の
市
場
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
古
物
市
場
」
に
、
「
市
場
主
」
を
「
古
物
市
場

主
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令

に
よ
る
改
正
後
の
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
１
号
（
第
１
０
条
関
係
）

別記様式第１号（第10条関係）
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の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 55 条 第 ６ 号 の 規 定 に よ り 処 罰 さ れ る こ と が あ り ま す 。
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公安委員会

備考  １　色彩は、斜めの帯及び枠を赤色、「営業停止」の文字を青色、その他の文字及び表を
　　　　黒色並びに地を白色とする。
      ２　塗料は、耐光性のものを用いるものとする。
      ３　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
      ４　標章の材質は、容易に劣化しないものとする。
      ５　裏面には、容易にはがれない接着剤を塗布するものとする。
　　　６　「営業所の名称等」欄には、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業
　　　　の営業所の名称又は受付所営業につき広告若しくは宣伝をする場合に当該営業を示すも
　　　　のとして使用する呼称を記載する。

7
0
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85 175

この標章を破壊し、汚損し、又は上記期間中に取り除いた者は、風俗営業等の規制及び業務

20

氏 名 又 は 名 称

営業所の名称等

期 間
令  和          年         月           日から
令  和          年         月           日まで

停 止

営 業

別
記
様
式
第
２
号
（
第
２
９
条
関
係
）

別記様式第２号（第29条関係）

電磁的記録媒体提出票

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に

関する内閣府令第27条第１項の規定により提出すべき書類に記載することとされている事

項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出します。

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。

年 月 日

国家公安委員会殿

提出者の名称及び事務所の所在地

１ 電磁的記録媒体に記録された事項

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類

備考 １ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている

事項を記載するとともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒

体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載する。

２ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁

的記録媒体に記録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあつて

は、その書類名を記載する。

３ 該当事項がない欄は、省略する。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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